
 

１ 最近の優越的地位の濫用事件 

件   名 

（公表年月日） 
内 容 

令和６年（認）第２号 

株式会社東京インテリア家

具に対する件 

（令和６年１月２５日）  

 公正取引委員会は、東京インテリア家具に対し、同社

の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるも

のとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約

計画の認定申請があり、当該計画が同法に規定する認定

要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 

○ 東京インテリア家具は、遅くとも平成２８年５月頃

以降、令和４年６月頃までの間、納入業者に対して、次

の行為を行っていた。 

⑴ 新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店

舗において、納入業者が納入する商品以外の商品を含

む当該店舗の商品の搬入、陳列等の作業を行わせるた

め、あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の

派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣の

ために通常必要な費用を自社が負担することなく、当

該納入業者の従業員等を派遣させていた。 

⑵ 新規開店に際し、これを実施する店舗に関して、

「オープン協賛金」等の名目で、あらかじめ負担額の

算出根拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の

提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる

直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担と

なるにもかかわらず、当該納入業者から当該店舗向け

に開店前に納品される商品の納入金額に５パーセント

の料率を乗じて算出した額等の金銭を提供させてい

た。 

⑶ 令和３年２月及び令和４年３月に福島県沖で発生し

た地震に際し、福島県、宮城県及び岩手県に所在する

店舗において当該各地震により毀損又は汚損した商品

について、当該商品を値引き又は廃棄することによる

自社の損失を補塡するため、納入業者が納入した当該

商品の納入金額に相当する額の全部又は一部の金銭を

提供させていた。 

令和５年（認）第１号 

株式会社ダイコクに対する

件 

（令和５年４月６日） 

公正取引委員会は、ダイコクに対し、同社の次の行為

が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、

確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定

申請があり、当該計画が同法に規定する認定要件に適合

すると認め、当該計画を認定した。 

○ ダイコクは、遅くとも令和２年３月頃以降、令和４

年４月頃までの間、納入業者に対して、次の行為を行っ

ていた。 

⑴ 返品 

①新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受けて

売れ残った商品等（以下「売れ残り商品等」とい

う。）について当該売れ残り商品等を納入した納入業

者の責めに帰すべき事由がなく、かつ、②当該売れ残

り商品等の購入に当たって当該納入業者との合意によ

り返品の条件を明確に定めることなく、かつ、③あら

かじめ当該納入業者の同意を得ることなく又は当該納

入業者の同意を得た場合であっても、当該売れ残り商

品等の返品によって当該納入業者に通常生ずべき損失



 

を負担することなく、かつ、④当該納入業者から当該

売れ残り商品等の返品を受けたい旨の申出がないにも

かかわらず、当該売れ残り商品等を返品していた。 

⑵ 従業員等の派遣の要請 

ア 閉店等に際し、これらを実施する店舗等におい

て、売れ残り商品等の返品に係る作業を行わせるた

め、あらかじめ納入業者との間でその従業員等の派

遣の条件について合意することなく、かつ、派遣の

ために通常必要な費用を自社が負担することなく、

当該納入業者の従業員等を派遣させていた。 

イ 新規開店又は改装に際し、これらを実施する店舗

において、納入業者が納入する商品以外の商品を含

む当該店舗の商品の陳列等の作業を行わせるため、

あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派

遣の条件について合意することなく、かつ、派遣の

ために通常必要な費用を自社が負担することなく、

当該納入業者の従業員等を派遣させていた。 

令和３年（認）第１号 

ビー・エム・ダブリュー株

式会社に対する件 

（令和３年３月１２日） 

公正取引委員会は、ビー・エム・ダブリューに対し、

同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあ

るものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から

確約計画の認定申請があり、当該計画が同法に規定する

認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 

○ ビー・エム・ダブリューは、継続的に取引している

ディーラーのうちの大部分のディーラーに対し、ＢＭ

Ｗ新車について、当該ディーラーのこれまでの販売実

績等からみて当該ディーラーが到底達成することがで

きない販売計画台数案を策定し、当該ディーラーとの

間で十分に協議することなく販売計画台数を合意させ

るとともに、当該販売計画台数を達成させるために、

当該ディーラーがＢＭＷ新車を販売する上で必要とな

る事業用車両の台数を超えてＢＭＷ新車を当該ディー

ラーの名義で新規登録することを要請していた。 

 



 

２ 参照条文 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）

（抄） 

 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をい

う。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らし

て不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ （略） 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益

を提供させること。 

ハ （略） 

六 （略） 

 

〔不公正な取引方法の禁止〕 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

 


